
その日の利用人数や児童の様子に合わせて、
環境づくりに努めております。
また運動療育や集団活動等ができる療育室も
あります。
活動内容に合ったスペースの確保を心がけて
おります。

国が定める配置基準は満たしており、しっか
りと療育ができるよう職員の配置をおこなっ
ております。
個別の療育や集団活動等、支援内容などに合
わせて職員配置を工夫して療育をおこなって
おります。

療育室は３部屋あり、机上での学習をおこな
う部屋、運動療育や集団活動をおこなう部屋
と療育内容により分けて使用しております。
児童の特性に応じて室内を移動する際は援助
や見守りをおこなっております。
玄関、室内に段差はなく、車椅子での移動に
は支障のない環境です。

療育後に整理整頓、掃除機や床拭き、机など
の消毒をおこなっており、清潔を保つように
努めております。
また全部屋に空調を完備しており、細かな温
度調節、定期的な換気をおこなうことで心地
よく過ごせる環境になるよう努めておりま
す。

すべての職員で話し合い、情報共有、共通理
解ができるよう、月に１回のリフレクション
会議や毎日ミーティングを実施するなど、密
に話し合う時間を設けております。
また職員が周知徹底できるようすべての記録
を残し、確認できるようにしております。

児童の特性やその日の体調や様子に合わせて、
個別の部屋を用意することやパーテーション
などで仕切りを設け、児童に合わせた環境を
用意、使用するよう努めております。

評価表の内容を保護者様が分かりやすいよう
設問の説明も一緒にお渡ししております。
また保護者様のご意向の把握をおこない業務
改善につながるよう、職員全員での話し合い
の場を設けております。

月に１回のリフレクション会議にて職員の意
見を交換し、業務改善に努めております。
また、全職員が確認できるよう記録しており
ます。

令支援プログラムを作成し、令和 7年度に向
けた公表準備をしております。

今後も保護者様のご意向もお聞きし、児童の
成長につながるプログラムも取り入れ、楽し
く療育できるよう工夫してまいります。

今年度から第三者委員として監査役に依頼を
しております。

適切に支援プログラムが作
成、公表されている

職員の意見等を把握する機
会を設けており、その内容
を業務改善につなげている

第三者による外部評価を行
い、評価結果を業務改善に
つなげている

職員の資質の向上を図るた
めに、研修を受講する機会
や法人内等で研修を開催す
る機会が確保されている

個々の児童に対してアセス
メントを適切に行い、児童
と保護者様のニーズや課題
を客観的に分析した上で、
児童発達支援計画を作成し
ている

放課後等デイサービス計画
を作成する際には、児童発
達支援管理責任者だけでな
く、児童の支援に関わる職
員が共通理解の下で、児童
の最善の利益を考慮した検
討が行われている

児童の適応行動の状況を、
標準化されたツールを用い
たフォーマルなアセスメン
トや、日々の行動観察など
も含むインフォーマルなア
セスメントを使用する等に
より確認している

放課後等デイサービス計画
が職員間に共有され、計画
に沿った支援が行われてい
る

活動プログラムが固定化し
ないよう工夫している

活動プログラムの立案をチー
ムで行っている

児童の状況に応じて、個別
活動と集団活動を適宜組み
合わせて児童発達支援計画
を作成し、支援が行われて
いる

年間で社内研修の計画を立案し、実施してお
ります。
全職員が研修記録が確認できるよう記録を残
し、情報共有をおこなっております。

統一化されているアセスメントシートを活用
し、その内容を元に児童発達支援計画の作成
につなげております。

各支援内容から児童の特性や、成長の状況に
合わせた内容へ移行していくことができるよ
う項目を選択し、立案しております。

支援プログラムを作成し、令和 7年度に向
けた公表準備をしております。

送迎時や、家族支援で、連絡帳でのやり取り
などあらゆる機会を捉えて、保護者様へ現状
についてお伝えするとともに、保護者様のご
意向やご要望、気になる点をうかがい、児童
発達支援管理責任者が中心となり、職員間で
話し合いをおこない、その都度日々の療育や、
児童発達支援計画に反映させております。

児童発達支援計画の支援内容がすぐに確認で
きるよう、療育で使用する児童の個人ファイ
ルに最新の書類をいれております。
個々の目標に合わせて療育プログラムを設定
しております。

児童発達支援管理責任者が保護者様からのご
要望や、ニーズをお聞きし、支援方法や支援
内容について、職員で話しあい、共通理解に
努め、個々にあった支援計画を作成しており
ます。

現時点では第三者評価は実施できておりませ
ん。 7

利用定員が指導訓練室等ス
ペースの関係で適切である

保護者様向け評価表を活用
するなどによりアンケート
調査を実施して保護者様の
意向等を把握し、業務改善
につなげている

生活空間は、児童にわかり
やすく構造化された環境に
なっている。また、障がい
の特性に応じ、事業所の設
備等は、バリアフリー化や
情報伝達等への配慮が適切
になされている

業務改善を進めるためPD
CAサイクル（目標設定と
振り返り）に、広く職員
が参画している

必要に応じて、児童が個
別の部屋や場所を使用す
ることが認められる環境
になっている

生活空間は、清潔で心地
よく過ごせる環境になっ
ているか。また、児童達
の活動に合わせた空間と
なっている

職員の配置数は適切である
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COMPASS・下関

放課後等デイサービス事業所における自己評価結果（公表）
令和
6年度
令和
6年度

討議日：令和 6年 10月 10日
公表日：令和 7年  2 月  21 日

支援開始前には職員間で必
ず打合せを行い、その日行
われる支援の内容や役割分
担について確認し、チーム
で連携して支援を行ってい
る

放課後等デイサービス計画に
は、放課後等デイサービスガ
イドラインの「放課後等デイ
サービスの提供すべき支援」
の「本人支援」、「家族支援」、
「移行支援」及び「地域支援・
地域連携」のねらい及び支援
内容も踏まえながら、児童の
支援に必要な項目が適切に設
定され、その上で、具体的な
支援内容が設定されている

活動内容は、利用児童の特性・現状・課題を
もとに、児童発達支援管理責任者や管理者を
はじめ、すべての職員で話し合い、プログラ
ムを立案しております。

児童の特性、当日の様子を見ながら、個別療
育や集団活動、季節の製作など、職員各々が
固定化しない活動内容を工夫しております。
また理学療法士の指導のもと、さまざまな運
動療育も取り入れております。

児童一人ひとりの特性に応じた目標を設定
し、個別活動・集団活動とを適宜組み合わせ
た支援計画を作成しております。
その日の体調や様子も踏まえ目標にあった支
援を日々おこなっております。

少なくとも、６カ月に１回はモニタリングを
おこない、個々の成長に合わせた児童発達支
援計画の見直しをおこなっております。

日々の療育内容は必ず当日に記録し、 支援内
容や当日の体調、情緒等を記録し、振り返り
に活用できるようにしております。
記録内容は、できたことだけでなく、苦手な
ことなども記録し、次の支援につなげており
ます。

毎日朝礼を行う中で、必ず打ち合わせをし、
その日の利用児童の情報確認や、役割分担を
ホワイトボードに掲示することで、すべての
職員が共有しております。
また送迎時に保護者様からの伝達などがあっ
た際には、伝達漏れがないように、すべての
職員へ情報共有を行い、共通認識を図ってお
ります。

一人ひとりのその日の支援に対し、成功点・
工夫・気になる点などを共有し、次回利用時
の支援につなげております。
勤務時間・業務の都合により参加できない場
合もあるので、伝えあいや連絡ノート、翌日
の朝礼などで必ず共有ができるように努めて
おります。

一人ひとりの支援目標を達成できるよう、遊
びを含め、自主性、生活上のスキルや知識、
協調性、感情のコントロール力など必要な力
をつけられるような支援を心掛けておりま
す。

支援終了後には､職員間で必
ず打合せをし､その日行われ
た支援の振り返りを行い､気
付いた点等を共有している

日々の支援に関して記録を
とることを徹底し、支援の
検証・改善につなげている

定期的にモニタリングを行
い、放課後等デイサービス
計画の見直しの必要性を判
断し、適切な見直しを行っ
ている

放課後等デイサービスガイ
ドラインの「４つの基本活
動」を複数組み合わせて支
援を行っている

児童が自己選択できるよう
な支援の工夫がされている
等、自己決定をする力を育
てるための支援を行ってい
る

学校との情報共有（年間計
画・行事予定等の交換、児
童の下校時刻の確認等）、
連絡調整（送迎時の対応、
トラブル発生時の連絡）を
適切に行っている

地域の保健、医療（主治医
や協力医療機関等）、障害
福祉、保育、教育等の関係
機関と連携して支援を行う
体制を整えている

地域の児童発達支援センター
との連携を図り、必要等に応
じてスーパーバイズや助言や
研修を受ける機会を設けてい
る

保護者様や学校とは送迎時等の機会に児童の
状態や変化などについて、情報共有に努めて
おります。
また、保護者様から学校行事や時間変更を教
えていただき、学校とも連携を図り、下校時
刻の確認等、連絡調整をおこなっております。

協力医療機関、児童を取り巻く関係機関等と
密に情報共有や共通理解を持ち、連携して支
援をおこなっております。

児童の発達状況や、支援状況に関する情報の
共有は大切な事項のため、園や他事業所など
との連絡・連携は積極的におこない、相互理
解に努めております。

今後、該当する児童が当該事業所へ通所する
場合には、関係機関と密に情報共有をおこな
い、適切に対応できるよう準備をしていきま
す。

今後、保護者様のご意向を伺いながら地域へ
の働きかけを検討してまいります。

就学前に利用していた保育
所や幼稚園､認定こども園､
児童発達支援事業所等との
間で情報共有と相互理解に
努めている

学校を卒業し、放課後等デ
イサービス事業所から障害
福祉サービス事業所等へ移
行する場合、それまでの支
援内容等の情報を提供する
等している

家族の対応力の向上を図る
観点から、家族に対して家
族支援プログラム（ペアレ
ント･トレーニング等）や
家族等の参加できる研修の
機会や情報提供等を行って
いる

放課後児童クラブや児童館
との交流など外部との活動
する機会がある

該当する児童がいないため、今年度はおこ
なっておりません。

２カ月に１回の子ども部会、月に１回の通所
分科会に参加し、機会を設けております。

今後、保護者様のご意向にも配慮し、慎重に
検討してまいります。

今年度、外部の児童との交流機会をもつこと
はできておりません。

今後もご相談がしやすい環境づくりに努めて
まいります。
保護者様の不安や、悩みごとがある際には、
一緒に考え解決へ向かえるよう、事業所から
も積極的な働きかけを心掛けてまいります。

今後は保護者会の開催を検討していきます。
ただプライバシー保護の観点から、開催時に
はアンケート等を実施し、保護者様のご意向
等を確認したうえで決定してまいります。

連絡帳でのやりとりや送迎時の機会、場合に
よっては面談や電話相談を活用して、保護者
様と児童の様子や発達状況、課題について情
報共有をおこない、共通理解を深めておりま
す。

保護者様の子育てのお悩みやご相談に、寄り
添う支援を心掛け、保護者様に支援内容を深
くご理解いただき、お悩みの解決手段や、児
童の成長のためにご家庭でできる支援なども
お伝えし、取り組みにご協力いただいており
ます。
ご希望や相談内容によって面談をおこない、
対応できるよう努めております。

契約時に、重要事項説明書、契約書を通し、
各項目一緒にご確認していただきながら丁寧
にご説明しております。
また契約時のみならず保護者様のご要望が
あった際には、再度分かりやすく丁寧にご説
明しております。

定期的に「COMPASSだより」を季刊発行
しています。
毎月事業所も「事業所カレンダー」を発行し、
療育の様子、遊びの様子、行事の様子などを
載せ連絡帳にて配布しております。
その他YouTube、公式Webサイトのブロ
グで事業所の活動内容をご紹介しておりま
す。

児童発達支援計画を作成する際には、児童の
現状を情報共有し、保護者様からご家庭での
様子や学校での様子をうかがい、ご意向を
しっかり確認して支援計画の作成をおこなう
よう努めております。

契約時に運営規程、利用者負担等 について
丁寧な説明に努めています。
また、質問やご不明な点がないかなどを確認
しながら進めています。

児童発達支援計画の見直しがあった際には、
計画を一緒に確認していただきながら、専門
用語を避けて、分かりやすい説明を心掛け、
同意を得ております。

個人情報の記載のある重要書類は、施錠がで
きる書庫にて保管し、掲載などの個人情報を
取り扱う際にはその都度保護者様に確認をお
こない、同意を得ております。
廃棄の際にはシュレッダーにかけるなど、細
心の注意を払っております。

（自立支援）協議会等へ積
極的に参加している

日頃から児童の状況を保護
者様と伝え合い、児童の発
達の状況や課題について共
通理解を持っている

運営規程、支援プログラム、
利用者負担等について丁寧
な説明を行っている

放課後等デイサービス計画
を作成する際には、児童や
保護者様の意思の尊重、児
童の最善の利益の優先考慮
の観点を踏まえて、児童や
家族の意向を確認する機会
を設けている

定期的に通信等を発行する
ことや、HPや SNS等を
活用することにより、活動
概要や行事予定、連絡体制
等の情報を児童や保護者様
に対して発信している

児童や保護者様からの苦情
について､対応の体制を整
備するとともに、子どもや
保護者に周知し、苦情が
あった場合に迅速かつ適切
に対応している

父母の会の活動を支援する
ことや、保護者会等を開催
する等により、保護者様同
士で交流する機会を設ける
等の支援をしているか。ま
た、きょうだい同士で交流
する機械を設ける等の支援
をしている

個人情報の取扱いに十分留
意している

家族等からの子育ての悩み
等に対する相談に適切に応
じ、面談や必要な助言と支
援を行っているか

「放課後等デイサービス計
画」を示しながら支援内容
の説明を行い、保護者様か
ら放課後等デイサービス計
画の同意を得ている

日々の利用に関するご意見やご相談には迅速
に対応できるよう配慮しております。
また苦情へのご相談窓口も設け、体制を整え
ており、 契約時に重要事項説明書にてご説明
しております。
保護者様や児童に安心して利用していただけ
る環境作りに努めております。

児童との意思の疎通については個々の特性に
応じて、声掛けや伝え方を工夫し配慮をおこ
なっております。
保護者様については、連絡帳・電話・資料を
通じて専門用語を避け、分かりやすく適切な
伝達を心がけております。

業務継続計画（BCP）を策定し、定期的に
火災・地震・風水害・不審者対応訓練を児童
も参加をしておこなっております。
訓練後には職員間で話し合いを行い、共通理
解・改善に努めております。

契約時に指示書がある児童については保護者
様と情報共有を十分におこなっております。
また、情報を全職員に周知し、食物提供の際
には複数の職員で確認をおこない対応してお
ります。

契約時に利用契約書の身体拘束の禁止の記載
を一緒に確認してうただいております。
生命または身体を保護するために、やむを得
ず身体拘束を行う場合は、児童発達支援計画
に記載し、説明を十分におこなったうえで保
護者様の同意を得るようにしております。

安全計画書を作成し、定期的に避難訓練をお
こなっております。
また事業所内外の設備や室内外清掃、備品な
どの確認も定期的におこなうよう努めており
ます。

避難訓練を実施した際には保護者様に訓練で
の様子を共有しております。
また、災害時の避難場所に関しては書面にて
保護者様に配布して保管をお願いしておりま
す。

契約時のアセスメントやその都度保護者様に
十分な確認を行い、職員全体に周知し、把握
しております。
対応については、児童発達支援管理責任者の
責任のもと、的確な対応をおこなえるよう徹
底しております。
また、定期的な訓練も実施しています。

今年度、行事に地域の方々をご招待する企画
はおこなっておりません。

障がいのある児童や保護者
様との意思の疎通や情報伝
達のための配慮をしている

各種マニュアルは壁面に掲示しており、すぐ
に確認できるようにしております。
また保護者様に向け、手に取ってご覧いただ
けるよう玄関にも掲示をしております。
実際の発生を想定し、児童とともに定期的な
避難訓練を実施しております。

事業所の行事に地域住民を
招待する等地域に開かれた
事業運営を図っている

事故防止マニュアル、緊急
時対応マニュアル、防犯マ
ニュアル、感染症対応マ
ニュアル等を策定し、職員
や家族等に周知するととも
に、発生を想定した訓練を
実施している

業務継続計画（BCP）を策
定するとともに、非常災害
の発生に備え、定期的に避
難、救出その他必要な訓練
を行っている

２カ月に１回の子ども部会、月に 1回の通
所分科会に参加しております。

食物アレルギーのある児童
について、医師の指示書に
基づく対応がされている

安全計画を作成し、安全管
理に必要な研修や訓練、そ
の他必要な措置を講じる
等、安全管理が十分された
中で支援が行われている

児童の安全確保に関して、
家族等との連携が図られる
よう、安全計画に基づく取
組内容について、家族等へ
周知している

ヒヤリハットを事業所内で
共有し、再発防止に向けた
方策について検討をしてい
る

虐待を防止するため、職員
の研修機会を確保する等、
適切な対応をしている

事前に、服薬や予防接種、
てんかん発作等の児童の状
況を確認している

どのような場合にやむを得
ず身体拘束を行うかについ
て、組織的に決定し、児童
や保護者様に事前に十分に
説明し了解を得た上で、児
童発達支援計画に記載して
いる

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体で行った自己評価です。

事業所に虐待防止責任者を選定・配置し、事
業所内研修にて児童への対応、適切な対応を
再確認できる機会を設け、認識を深めており
ます。

ヒヤリハット報告を徹底し、その都度記録し
ております。
気付きの記載と共有を習慣化し、再発防止に
つなげることが大切であるため、朝礼や会議
の場で周知し、改善や対策など話し合いを
しっかりおこない、共通理解に努めておりま
す。

障害児相談支援事業所の
サービス担当者会議や関係
機関との会議に、その児童
の状況をよく理解した者が
参画している

担当者会議の対象児童について児童発達支援
管理責任者を中心に職員で話し合いをおこな
い、基本的には、児童の状況に精通している
児童発達支援管理責任者が担当者会議に参画
しております。
今後の方向性についても打ち合わせができる
よう努めております。

その日の様子や状況で支援内容を児童と話を
しながら児童本人の意思や気持ちを大切にし
ながら自己決定力が身に付けられる支援をし
ております。
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チェック項目 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標
はい いいえ

 7 1

 7 1
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